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新株予約権発⾏に関する取締役会決議公告 
 

当社は、2025 年 6 ⽉ 9 ⽇開催の臨時取締役会において、以下のとおり新株予約権の発
⾏を決議いたしましたので、会社法第 240 条第 2 項、同条第 3 項の規定に基づき公告いた
します。 

 
記 
 

 
１．株式会社 AlbaLink 第 4 回新株予約権の発⾏概要  

1. 新株予約権の名称及び割当対象者 
名 称：株式会社 AlbaLink 第 4 回新株予約権 
対象者：当社従業員 ２名 

2. 新株予約権の数  
120 個 

3. 新株予約権と引換えに払い込む⾦銭 
本新株予約権と引換えに⾦銭を払い込むことを要しない。 

4. 募集新株予約権の内容 
(1) 新株予約権の⽬的である株式の種類及び数 

本新株予約権の⽬的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個あた
りの⽬的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、付
与株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

① 当社が普通株式について株式の分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）
⼜は併合を⾏う場合には、本新株予約権について付与株式数を次の算式に従い調整
するものとし、調整により⽣じる 1 株未満の端数は切り捨て、⾦銭による調整は⾏
わない。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で⾏使されていない
新株予約権の⽬的である株式の数についてのみ⾏われ、調整の結果⽣じる 1 株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。 
なお、「分割の⽐率」とは、株式分割後の発⾏済普通株式総数を株式分割前の発⾏
済普通株式総数で除した数を、「併合の⽐率」とは、株式併合後の発⾏済普通株式
総数を株式併合前の発⾏済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、
以下同じとする。 
調整後の付与株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株
式分割の割当基準⽇の翌⽇以降、株式併合の場合は株式併合の効⼒発⽣⽇の翌⽇以
降、それぞれ適⽤されるものとする。 
   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の⽐率 

会社名 株式会社 AlbaLink 
代表者名 代表取締役 河⽥ 憲⼆ 



② 上記の他、割当⽇後、当社が合併、会社分割⼜は株式交換を⾏う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整さ
れるものとする。 

③ 本項の定めに基づき付与株式数の調整が⾏われる場合には、当社は関連事項決定後
遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に対して、
その旨並びにその事由、調整後の付与株式数及び適⽤の⽇その他の必要事項を通知
するものとする。 

(2) 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額 
1 株につき⾦ 2,255 円（以下「⾏使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あた
りの⾏使に際して出資される財産の価額は、⾏使価額に付与株式数を乗じた⾦額と
する。但し、⾏使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

① 当社が普通株式について株式の分割⼜は併合を⾏う場合には、未⾏使の本新株予約
権について、⾏使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により⽣じる 1 円
未満の端数は切り上げる。調整後の⾏使価額の適⽤時期は、上記(1)①の調整後の
株式数の適⽤時期に準じるものとする。 
                              1 

調整後⾏使価額 ＝ 調整前⾏使価額 × ───────── 
                          分割・併合の⽐率 
 

② 本新株予約権の割当⽇後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発
⾏⼜は⾃⼰株式の処分を⾏う場合（新株予約権の⾏使に基づく新株の発⾏及び⾃⼰
株式の処分並びに株式交換による⾃⼰株式の移転の場合を除く。）、未⾏使の本新
株予約権について、⾏使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により⽣じ
る 1 円未満の端数は切り上げる。 
上記調整による調整後の⾏使価額は、当該発⾏⼜は処分のための基準⽇がある場合
はその⽇の翌⽇、それ以外の場合は普通株式の発⾏⼜は処分の効⼒発⽣⽇（会社法
第 209 条第 1 項第 2 号が適⽤される場合は、同号に定める期間の末⽇。）の翌⽇以
降に適⽤されるものとする。 
なお、「既発⾏株式数」とは、当社普通株式にかかる発⾏済株式総数から当社普通
株式にかかる⾃⼰株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる⾃⼰株式
の処分を⾏う場合には、「新規発⾏株式数」を「処分する⾃⼰株式数」に読み替え
るものとする。 

     
既発⾏ 
株式数 ＋ 

新規発⾏ 
株式数 × 1 株あたり 

払込⾦額 
 調整後 

⾏ 使 価
額 

＝ 
調整前 
⾏ 使 価
額 

× 
新規発⾏前の 1 株あたりの時価 

 既発⾏株式数 ＋ 新規発⾏株式数 
 

③ 上記の他、割当⽇後、当社が合併、会社分割⼜は株式交換を⾏う場合その他これら
の場合に準じ⾏使価額の調整を必要とする場合には、⾏使価額は適切に調整される
ものとする。 

④ 本項の定めに基づき⾏使価額の調整が⾏われる場合には、当社は関連事項決定後遅
滞なく新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の⾏使価額及び適⽤
の⽇その他の必要事項を通知するものとする。 



(3) 新株予約権を⾏使することができる期間 
本新株予約権を⾏使することができる期間（以下「⾏使期間」という。）は、

2027年 6 ⽉ 10 ⽇から 2035 年 6 ⽉ 9 ⽇までとする。 
なお、⾏使期間の開始⽇が当社の休業⽇にあたるときはその翌営業⽇を開始⽇とし、
また⾏使期間の最終⽇が当社の休業⽇にあたるときはその前営業⽇を最終⽇とする。 

(4) 増加する資本⾦及び資本準備⾦に関する事項 
① 本新株予約権の⾏使により新株を発⾏する場合において増加する資本⾦の額は、会

社計算規則第 17条第 1 項に従い算出される資本⾦等増加限度額の 2 分の 1 の⾦額
とし、計算の結果 1 円未満の端数を⽣じる場合は、この端数を切り上げる。 

② 本新株予約権の⾏使により新株を発⾏する場合において増加する資本準備⾦の額は、
上記①記載の資本⾦等増加限度額から上記①に定める増加する資本⾦の額を減じた
額とする。 

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要
する。 

(6) 新株予約権の⾏使の条件 
① 当社の取締役⼜は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社⼜は当社⼦会

社（会社法第 2 条第 3 号に定める⼦会社を意味する。以下同じ。）の取締役⼜は従
業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を⾏使することがで
きない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職（懲戒解雇を
除く。）等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決
議により、特に新株予約権の⾏使を認めた者については、この限りではない。 

② 本新株予約権の⾏使は、⾏使しようとする本新株予約権⼜は新株予約権者について
下記第(7)号に定める取得事由が発⽣していないことを条件とし、取得事由が⽣じ
た本新株予約権の⾏使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議に
より特に⾏使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の⾏使は 1 新株予約権単位で⾏うものとし、各新株予約権の⼀部の⾏
使は認められないものとする。 

④ 本新株予約権の⾏使によって、当社の発⾏済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の⾏使は認められないものとす
る。 

⑤ 新株予約権者が 1 個⼜は複数の本新株予約権を⾏使した場合に、当該⾏使により当
該新株予約権者に対して発⾏される株式数は整数（当社が単元株制度を導⼊した場
合は⼀単元の株式数の整数倍）でなければならず、1 株（当社が単元株制度を導⼊
した場合は⼀単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当
てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて⾦銭による調整は⾏わな
い。 

⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続⼈は本新株予約権を⾏使することはで
きない。但し、当社が取締役会の決議により特に⾏使を認めた場合はこの限りでは
ない。 

⑦ 上記①乃⾄⑥の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が TOKYO 
PRO Market を除く⾦融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を⾏使
することができないものとする。 



(7) 新株予約権の取得に関する事項 
当社は、以下の事由が⽣じた未⾏使の本新株予約権の全部⼜は⼀部を、当社の取締
役会の決議により別途定める⽇をもって無償で取得することができる。なお、当該
新株予約権の⼀部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を
決定する。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しく
は分割計画承認の議案、⼜は当社が完全⼦会社となる株式交換契約若しくは株式移
転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会の決議がなされた場合） 

② 新株予約権者が上記第(6)号に定める権利⾏使の条件に該当しなくなった場合 
③ 新株予約権者が当社所定の書⾯により新株予約権の全部⼜は⼀部を放棄した場合 
(8) 組織再編⾏為の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換⼜は株式移転（以上を総称して、「組織再編⾏為」という。）をする場合
において、組織再編⾏為の効⼒発⽣の時点において残存する本新株予約権（以下
「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」
という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合におい
ては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発⾏する。但
し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約⼜は株式移転計画にお
いて定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同⼀の数をそれぞれ交
付する。 

② 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の数 
組織再編⾏為の条件等を勘案の上、上記第(1)号に準じて決定する。 

④ 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額 
交付される各新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額は、上記第(2)号で
定められる⾏使価額を組織再編⾏為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払
込⾦額に上記③に従って決定される当該新株予約権の⽬的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる⾦額とする。 

⑤ 新株予約権を⾏使することができる期間 
上記第(3)号に定める本新株予約権を⾏使することができる期間の開始⽇と組織再
編⾏為の効⼒発⽣⽇のうちいずれか遅い⽇から、上記第(3)号に定める本新株予約
権を⾏使することができる期間の満了⽇までとする。 

⑥ 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦及び資本準備
⾦に関する事項 
上記第(4)号に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承



認を要する。 
⑧ 新株予約権の取得条項 

上記第(7)号に準じて決定する。 
⑨ 新株予約権の⾏使条件 

上記第(6)号に準じて決定する。 
5 新株予約権の割当⽇ 

2025 年 6 ⽉ 30 ⽇ 
6 新株予約権を⾏使した際に⽣じる 1 株に満たない端数の取り決め 

新株予約権を⾏使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があ
る場合には、これを切り捨てる。 

7 新株予約権証券の発⾏ 
本新株予約権の新株予約権証券は発⾏しない。 

 
２．株式会社 AlbaLink 第 5 回新株予約権の発⾏概要  

1. 新株予約権の名称及び割当対象者 
名 称：株式会社 AlbaLink 第 5 回新株予約権 
対象者：当社役員 １名 

2. 新株予約権の数  
160 個 

3. 新株予約権と引換えに払い込む⾦銭 
本新株予約権 1 個あたりの発⾏価額は、1,860 円とする。なお、当該⾦額は、第三
者評価機関である株式会社 JW Capital Partnersが、当社の株価情報等を考慮して、
⼀般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによっ
て算出した結果を参考に決定したものである。 

4. 募集新株予約権の内容 
(1) 新株予約権の⽬的である株式の種類及び数 

本新株予約権の⽬的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1 個あた
りの⽬的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は 100 株とする。但し、付
与株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

① 当社が普通株式について株式の分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同
じ。）⼜は併合を⾏う場合には、本新株予約権について付与株式数を次の算式に従
い調整するものとし、調整により⽣じる 1 株未満の端数は切り捨て、⾦銭による調
整は⾏わない。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で⾏使されて
いない新株予約権の⽬的である株式の数についてのみ⾏われ、調整の結果⽣じる 1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
なお、「分割の⽐率」とは、株式分割後の発⾏済普通株式総数を株式分割前の発⾏
済普通株式総数で除した数を、「併合の⽐率」とは、株式併合後の発⾏済普通株式
総数を株式併合前の発⾏済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものと
し、以下同じとする。 
調整後の付与株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株
式分割の割当基準⽇の翌⽇以降、株式併合の場合は株式併合の効⼒発⽣⽇の翌⽇以
降、それぞれ適⽤されるものとする。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の⽐率 



② 上記の他、割当⽇後、当社が合併、会社分割⼜は株式交換を⾏う場合その他これら
の場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整さ
れるものとする。 

③ 本項の定めに基づき付与株式数の調整が⾏われる場合には、当社は関連事項決定後
遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に対して、
その旨並びにその事由、調整後の付与株式数及び適⽤の⽇その他の必要事項を通知
するものとする。 

(2) 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額 
1 株につき⾦ 2,255 円（以下「⾏使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あた
りの⾏使に際して出資される財産の価額は、⾏使価額に付与株式数を乗じた⾦額と
する。但し、⾏使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

① 当社が普通株式について株式の分割⼜は併合を⾏う場合には、未⾏使の本新株予約
権について、⾏使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により⽣じる 1 円
未満の端数は切り上げる。調整後の⾏使価額の適⽤時期は、上記(1)①の調整後の
株式数の適⽤時期に準じるものとする。 

                                1 
調整後⾏使価額 ＝ 調整前⾏使価額 ×      ───────── 

                            分割・併合の⽐率 
 
② 本新株予約権の割当⽇後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発

⾏⼜は⾃⼰株式の処分を⾏う場合（新株予約権の⾏使に基づく新株の発⾏及び⾃⼰
株式の処分並びに株式交換による⾃⼰株式の移転の場合を除く。）、未⾏使の本新
株予約権について、⾏使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により⽣じ
る 1 円未満の端数は切り上げる。 
上記調整による調整後の⾏使価額は、当該発⾏⼜は処分のための基準⽇がある場合
はその⽇の翌⽇、それ以外の場合は普通株式の発⾏⼜は処分の効⼒発⽣⽇（会社法
第 209 条第 1 項第 2 号が適⽤される場合は、同号に定める期間の末⽇。）の翌⽇以
降に適⽤されるものとする。 
なお、「既発⾏株式数」とは、当社普通株式にかかる発⾏済株式総数から当社普通
株式にかかる⾃⼰株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる⾃⼰株式
の処分を⾏う場合には、「新規発⾏株式数」を「処分する⾃⼰株式数」に読み替え
るものとする。 

     
既発⾏ 
株式数 ＋ 

新規発⾏ 
株式数 × 1 株あたり 

払込⾦額 
 調整後 

⾏ 使 価
額 

＝ 
調整前 
⾏ 使 価
額 

× 
新規発⾏前の 1 株あたりの時価 

 既発⾏株式数 ＋ 新規発⾏株式数 
 

③ 上記の他、割当⽇後、当社が合併、会社分割⼜は株式交換を⾏う場合その他これら
の場合に準じ⾏使価額の調整を必要とする場合には、⾏使価額は適切に調整される
ものとする。 

④ 本項の定めに基づき⾏使価額の調整が⾏われる場合には、当社は関連事項決定後遅
滞なく新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の⾏使価額及び適⽤
の⽇その他の必要事項を通知するものとする。 



(3) 新株予約権を⾏使することができる期間 
本新株予約権を⾏使することができる期間（以下「⾏使期間」という。）は、
2027年 6 ⽉ 10 ⽇から 2035 年 6 ⽉ 9 ⽇までとする。 
なお、⾏使期間の開始⽇が当社の休業⽇にあたるときはその翌営業⽇を開始⽇と
し、また⾏使期間の最終⽇が当社の休業⽇にあたるときはその前営業⽇を最終⽇と
する。 

(4) 増加する資本⾦及び資本準備⾦に関する事項 
① 本新株予約権の⾏使により新株を発⾏する場合において増加する資本⾦の額は、会

社計算規則第 17条第 1 項に従い算出される資本⾦等増加限度額の 2 分の 1 の⾦額
とし、計算の結果 1 円未満の端数を⽣じる場合は、この端数を切り上げる。 

② 本新株予約権の⾏使により新株を発⾏する場合において増加する資本準備⾦の額
は、上記①記載の資本⾦等増加限度額から上記①に定める増加する資本⾦の額を減
じた額とする。 

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要
する。 

(6) 新株予約権の⾏使の条件 
① 当社の取締役⼜は従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社⼜は当社⼦会

社（会社法第 2 条第 3 号に定める⼦会社を意味する。以下同じ。）の取締役⼜は従
業員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、本新株予約権を⾏使することがで
きない。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職（懲戒解雇を
除く。）等正当な事由により上記地位を失った場合において、当社が取締役会の決
議により、特に新株予約権の⾏使を認めた者については、この限りではない。 

② 本新株予約権の⾏使は、⾏使しようとする本新株予約権⼜は新株予約権者について
下記第(7)号に定める取得事由が発⽣していないことを条件とし、取得事由が⽣じ
た本新株予約権の⾏使は認められないものとする。但し、当社が取締役会の決議に
より特に⾏使を認めた場合はこの限りでない。 

③ 本新株予約権の⾏使は 1 新株予約権単位で⾏うものとし、各新株予約権の⼀部の⾏
使は認められないものとする。 

④ 本新株予約権の⾏使によって、当社の発⾏済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の⾏使は認められないものとす
る。 

⑤ 新株予約権者が 1 個⼜は複数の本新株予約権を⾏使した場合に、当該⾏使により当
該新株予約権者に対して発⾏される株式数は整数（当社が単元株制度を導⼊した場
合は⼀単元の株式数の整数倍）でなければならず、1 株（当社が単元株制度を導⼊
した場合は⼀単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当
てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて⾦銭による調整は⾏わな
い。 

⑥ 新株予約権者が死亡した場合には、その相続⼈は本新株予約権を⾏使することはで
きない。但し、当社が取締役会の決議により特に⾏使を認めた場合はこの限りでは
ない。 

⑦ 本新株予約権は、以下の各号の条件をいずれも満たした場合に限り⾏使することが
できる。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結ベースの売上総利益を対



象とし、個別財務諸表のみ作成している場合は、個別ベースの売上総利益を参照す
る。 

2025 年 12 ⽉末⽇、2026 年 12 ⽉末⽇及び 2027年 12 ⽉末⽇に終了する当社
の各事業年度における売上総利益が、以下の⽬標数値を 2 期以上上回るこ
と。 

＜⽬標数値＞ 
年度 売上総利益 

2025 年 12 ⽉期 4,000,000,000 円 
2026 年 12 ⽉期 5,200,000,000 円 
2027年 12 ⽉期 6,760,000,000 円 

 
⑧ 上記①乃⾄⑦の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が TOKYO 

PRO Market を除く⾦融証券取引所に上場していない場合は、本新株予約権を⾏使
することができないものとする。 

(7) 新株予約権の取得に関する事項 
当社は、以下の事由が⽣じた未⾏使の本新株予約権の全部⼜は⼀部を、当社の取締
役会の決議により別途定める⽇をもって無償で取得することができる。なお、当該
新株予約権の⼀部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を
決定する。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しく
は分割計画承認の議案、⼜は当社が完全⼦会社となる株式交換契約若しくは株式移
転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会の決議がなされた場合） 

② 新株予約権者が上記第(6)号に定める権利⾏使の条件に該当しなくなった場合 
③ 新株予約権者が当社所定の書⾯により新株予約権の全部⼜は⼀部を放棄した場合 
(8) 組織再編⾏為の際の新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、
株式交換⼜は株式移転（以上を総称して、「組織再編⾏為」という。）をする場合
において、組織再編⾏為の効⼒発⽣の時点において残存する本新株予約権（以下
「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」
という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合におい
ては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発⾏する。但
し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約⼜は株式移転計画
において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同⼀の数をそれぞれ交
付する。 

② 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の数 
組織再編⾏為の条件等を勘案の上、上記第(1)号に準じて決定する。 



④ 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額 
交付される各新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額は、上記第(2)号で
定められる⾏使価額を組織再編⾏為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払
込⾦額に上記③に従って決定される当該新株予約権の⽬的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる⾦額とする。 

⑤ 新株予約権を⾏使することができる期間 
上記第(3)号に定める本新株予約権を⾏使することができる期間の開始⽇と組織再
編⾏為の効⼒発⽣⽇のうちいずれか遅い⽇から、上記第(3)号に定める本新株予約
権を⾏使することができる期間の満了⽇までとする。 

⑥ 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦及び資本準備
⾦に関する事項 
上記第(4)号に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得条項 
上記第(7)号に準じて決定する。 

⑨ 新株予約権の⾏使条件 
上記第(6)号に準じて決定する。 

5. 新株予約権の割当⽇ 
2025 年 6 ⽉ 30 ⽇ 

6. 新株予約権と引換えにする⾦銭の払込みの期⽇ 
2025 年 6 ⽉ 30 ⽇ 

7. 新株予約権を⾏使した際に⽣じる 1 株に満たない端数の取り決め 
新株予約権を⾏使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があ
る場合には、これを切り捨てる。 

8. 新株予約権証券の発⾏ 
本新株予約権の新株予約権証券は発⾏しない。 

 
以上 


